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京都市立勧修中学校学校運営協議会
令和３年度　前期学校評価の分析
１．「確かな学力」に関する分析・・・知
各種指標結果　（　）内はR2年度前期のデータ
・授業において自分の意見が言えているか（生徒）→言えている54.2％（59.9％）
・授業の中で話し合い活動ができているか（生徒）→できている80.5％（74.5％）
・家庭学習計画表はしっかりと作成できているか（生徒）→できている35.8％（50.6％）
・生徒の「困り」に応じた指導を心がけているか（教員）→心がけている55.5％（80.0％）
・図書館を活用した授業が行えているか（教員）→行えている　0％（10.0％）
分析（成果と課題）
・家庭での学習指導計画表の作成，図書館の活用について，低い結果となっている。学習指導計画表の作成の徹底は急務である
・図書館の活用については，GIGAスクール構想のもと1人一台端末が実現し，図書館を活用しなくても，教室での調べ学習・データの整理，蓄積等が可能となったことで，図書館を活用した授業が0となったと考えられる。
分析を踏まえた取組の改善
・授業における話合い活動やGIGA端末の活用を進め，主体的・対話的で深い学びを促進していく。
・家庭学習計画表は学習の習慣化や見える化ためには必要不可欠と考えらえるため，各学年での取組を点検しすすめる。
学校運営協議会より
・GIGAスクール構想をすすめているのは評価できる。
・生徒の「困り」に応じた指導を心がけているの数値が低いことに対しての分析は？
　→コロナ禍，授業形態が一斉の講義形式が多くなってしまい，個別の指導ができにくい状況から低い数値となった→端末の活用等で克服してほしい
・図書館活用について，多様な学びという視点から，書籍や図書館の活用はすすめてほしい

２．「豊かな心」に関する分析・・・徳
各種指標結果（　）内はR2年度前期のデータ
・楽しく学校に通えているか（生徒）→通えている81.9％（84.5％）
・互いを尊重し，認め合い、支えあっているか（生徒）→できている85.1％（84.0％）
・自ら考え，正しく判断して行動できているか（生徒）→できている85％（78.6％）
・ゲームやケータイの使用についてルールを決めている（生徒）
→決めている45.6％（43.5％）
・家庭で自分の役割を果たせているか（生徒）→果たせている65.2％（62.0％）
分析（成果と課題）
・各種指標結果から数値的には，向上傾向（もしくは維持傾向）がみられる。コロナ禍，心を育てる道徳，人権学習，総合的な学習，生徒会活動，日々の取組の成果が表れつつある。
・しかしながら，否定的な層も10～20％いることを念頭におく必要がある
分析を踏まえた取組の改善
・問題行動の多くにSNSにかかわるものが見られる。早急に情報モラルをはじめ，生徒自ら一定のルールのもとにケータイスマホを使っていけるような指導を進めていくことが必要である。あわせて保護者への協力も得なければならない。
・コロナ禍ではあるが道徳，人権学習，総合的な学習，生徒会活動，日々の取組を地道に継続していく。
学校運営協議会より
・コロナ禍，心の教育はより一層重要である。そのなかで，数値的にはいい傾向にあると考える。
・SNS等についての取組改善は急務である
・学習を目的に学校へ来ることの付加価値が「心の教育」である。よりすすめてほしい。
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３．「健やかな体」に関する分析・・・体
各種指標結果（　）内はR2年度前期のデータ
・規則正しい生活ができているか（生徒）→できている67.4％（67.0％）
・朝ごはんを毎日食べているか（生徒）→食べている86.6％（87.9％）
分析（成果と課題）
・朝ごはんの喫食など，食に関する定着は高い割合でできているといっていいが，基本的生活習慣全般となると，まだ改善の余地がある。33％が否定的である。
分析を踏まえた取組の改善
・新型コロナウイルス感染予防への意識は一定定着を見せているが，新しい生活様式として当たり前として定着させる。
・部活動における活動の緩和に伴い，注意する場面が増えているので顧問の目の届かないところでの生徒自身の判断力を向上していくことが必要である。
・基本的生活習慣の確立には家庭の協力は必要不可欠であることから，継続的な啓発を行っていく。それとともに校内での生活習慣の確立（学習規律，学習以外での規律）を徹底させる。
学校運営協議会より
・基本的生活習慣の基準は各家庭によって差異がある。この数値だけで評価できない。
　→設問をより具体的に，日々のスケジュール把握ができていますかというように変えてみてはどうか→後期の検討課題
・基本的生活習慣は啓発していくことや生活でのけじめをつけることが重要だ。
・朝食の喫食率は，過去低かったように覚えている。小中など取組によって，上がっているのはいい傾向である。継続してほしい。

４．「業務改善・教職員の働き方改革」に関する分析
各種指標結果〈学校評価アンケートから〉
・職務において効率を考えた働き方ができている（教員）→できている77.8％（90.0％）
・超過勤務の縮減に努めている（教員）→努めている55.5％（70.0％）
分析（成果と課題）
・昨年度の前期と比較すると，数値的に後退傾向がみられる。今年度は，退校時間を一律遅くとも19：30とし（水曜日は18：30），働き方改革をすすめてきた。そのなかで，効率的な働き方を心掛けているものの，結果として退校時間が超過することが多くみられ，それが数値にも反映されていると考える。超過の主な要因は，生徒指導面において時間的に負担が大きいことがあげられる。
分析を踏まえた取組の改善
19：30退校の意識は根付きつつあるが，日常的に「丁寧な観察」，「決め細やかな指導」を推進していくことが必要であり，教員の負担軽減に向けた工夫は継続的に考えていくことが求められている。
学校運営協議会より
・GIGAスクール構想など新しい取組が増えてきている現状，働き方改革を進める困難さは理解できる。
・人を増やす（マンパワーを増やす）などの抜本的な手立てが必要である
　→現場サイドでは現状で工夫することが求められている

５．「いじめの防止」に関する分析
各種指標結果（１回目）
・全教職員がいじめ防止等基本方針の内容について理解し、組織的対応に努めている（教員）
　→努めている100％（95.0％）
・学校のいじめ対策委員会のメンバーを生徒に紹介している。（生徒）
→知っている9.5％（7.6％）
・学校評価（生徒）：「友だちに嫌な思いをさせないようにしている。」
　→している85.1％（84.0％）
・生徒・保護者の訴え（アンケート結果含む）や相談内容を共有している。（教員）
　→している100％（100％）
・保護者や学校運営協議会等に，いじめ防止等基本方針や学校の取組を説明・周知している。（教員）
　→している100％（80.0％）
分析（成果と課題）
概ね高い数値ではあるが，学校のいじめ対策委員会のメンバーを知らないなど生徒や保護者への浸透は不十分である部分もある。後期においてもう一度周知を進めていくことが必要であり，周知をすすめることでいじめ防止への啓発ともなると考える。
相談内容の共有については，100％できているという回答であるが，個人情報を含む事項のため教職員からの軽率な発言や誤った情報共有がないよう，教職員の研修を怠らないことが肝要である。
分析を踏まえた取組の改善
いじめ対策について知らせていくことも大切であるが，もう一度基本に立ち返り，「見逃しのない観察」，「丁寧な対応」を実践していくことの重要性について日常的に互いに指摘し合える教員集団となるようにするため，声掛けなどの日々の実践を着実に行っていく。
また，教職員自身がいじめ防止に関する法令について，常に理解を深めることが必要である。
学校運営協議会より
・生徒をしっかり観察しての対応が必要
・いじめ対策委員会の周知方法を工夫し，学校にいじめに特化した組織があり，対応をしていることの「見える化」が必要である。
・GIGA端末を活用したいじめの実態把握（通報システム）はできないか。
　→課題として検討していく。
